
白鷹町商工会長　殿

〒

, 000

, 000 円

, 000 円× ＝補助金額積算 円 × 0.5

補助対象経費（税抜） 円

②省エネ基準達成率１００％以上 ％

③（①②判断不可の場合）更新前の設備と比較して
 １０％以上の省エネ性能の向上が確認できるもの

％ 減少

メーカー 機種名（型式名）

省エネ設備
補助対象基準

①統一省エネラベルの多段階評価３つ星以上 つ星

④（①②③判断不可の場合）町が特に認める設備
　※事前に商工会へ相談ください。

補助対象経費（税抜） 円

導入設備名 設置場所

③（①②判断不可の場合）更新前の設備と比較して
 １０％以上の省エネ性能の向上が確認できるもの

％ 減少

④（①②③判断不可の場合）町が特に認める設備
　※事前に商工会へ相談ください。

省エネ設備
補助対象基準

①統一省エネラベルの多段階評価３つ星以上 つ星

②省エネ基準達成率１００％以上 ％

導入設備名 設置場所

メーカー 機種名（型式名）

R7.3.1現在
の従業員数

人 ⇒
従業員規模別
【上限額（Ａ）】

申請額
(千円未満切り捨て)

補助金申請額
   (下記の上限額(Ａ)と積算額(Ｂ)の低い方の額を記入)

円

【補助金上限額の判定】

商工会会員の別 会員 会員以外

  このことについて、標記補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。

省エネ設備を設置
する町内事業所

事業所名

上記所在地 白鷹町大字 白鷹町大字

担当者名
(法人の場合のみ)

　電話番号（日中連絡がつく番号）

　主たる業種

法人番号
(法人の場合のみ)

代表者
職・氏名 印

 申請事業者 法人所在地又は
個人事業主の住所

法人名
(法人の場合のみ)

令和６年度（繰越明許費設定）白鷹町省エネ設備導入支援事業費補助金 交付申請書
令和　７ 年 月 日

様式第１号

補助率補助対象経費の合計（税抜） 積算額（B）

従業員数 上限額
２５人未満 ２０万円
２５人以上 ３０万円
５０人以上 ５０万円



１　設備の設置及び支払完了の予定年月日

２　確認・承諾事項（該当するものに「○」を記入してください。）

３　添付書類

⑥ 本人確認書類の写し（個人事業主の場合のみ、商工会会員は不要）

　運転免許証（両面）、個人番号カード（表面のみ）、写真付きの住民基本台帳カード
（表面）のみ、住民票の控え及びパスポートの両方、住民票の控え及び各種健康保険証の
両方の写しなど

④ 直近の法人税又は所得税の確定申告書等の写し（商工会会員は不要、新規創業の場合
 は開業届又は（法人）登記事項証明書の写し）

　※確定申告書の写しは、法人は別表一、個人事業主は第一表を提出ください。

⑤ 従業員数を証する書類

　雇用保険の適用事業所台帳ヘッダー２（ハローワーク発行）の写し、健康保険・厚生年
金保険被保険者標準報酬決定通知書（年金機構発行）の写し、雇用契約書の写し、雇用条
件等通知書の写し、源泉徴収票の写し、賃金台帳の写し、出勤簿の写しなど
　※補助金申請額が２０万円以下の場合は添付不要

② 省エネ性能の補助要件を満たすことを確認できる資料
　カタログに省エネラベルが掲載されている場合はその写し、省エネ型製品情報サイトの
該当設備の検索結果を印刷したもの　など
　※導入設備がLED照明設備、LED電球の場合は添付不要

③ 導入設備がわかるもの(製品写真が掲載されているカタログのコピー等）

　

記入欄

① 補助対象経費の明細がわかる書類（見積書等の写し）
　※消費税、リサイクル料、振込手数料は補助対象外となります。
　

 ⑨ 公序良俗に反する事業等を行っていません。

 ⑩ 追加資料の提出、交付決定後の確認資料の提出・検査に同意します。

 ⑪ 申請事業者の事業所と同一の建物に、別の事業者の事業所はありません。

 ⑥ 申請時点で、町税の滞納はありません。
   （町が納税状況等について、税務資料その他の公簿等により調査することに同意します。）

 ⑦ 虚偽の申請があった場合は、補助金を返還します。

 ⑧ 暴力団、暴力団員等と係わりはありません。

 ③ 同一設備に対し、他の補助金の交付を受けていません（又は受ける予定はあり
   ません）。

 ④ 令和７年３月１日現在で町内に事業所を有し、町内において事業を行っており、
   今後も営業を継続していきます。

 ⑤ 令和６年度に同種目的の町の支援（介護施設等物価高騰対策事業など）を受けて
    いません（又は受ける予定はありません）。

令和　７　年　    月　    　日

※設備導入、支払を終えた後、令和７年１０月２０日まで実績報告書を提出する必要があります。

記入欄

 ① 本補助金で導入する設備は、従前の設備に代えて導入するものです。
　※もともと空調のなかった部屋に新たにエアコンを導入するような場合、本補助金
　　の対象とはなりません。

 ② 本補助金で導入する設備は、中古品、リース・レンタルのものではありません。


